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資　料

· 別紙１「売店等位置図」
· 別紙２「質疑書」
· 別紙３「応募申込書」
· 別紙４「誓約書」
Ⅰ．募集内容
１　事業目的

戸田市（以下「市」という。）では、来庁者と職員の利便性向上を目的として、市役所本庁舎（以下「本庁舎」という。）内に売店及び自動販売機（以下「売店等」という。）の設置を予定しています。
そこで、市が提示する諸条件のもと、安定した経営と質の高いサービスの提供が可能な事業者（以下「運営事業者」という。）を企画提案により募集します。
２　事業概要
（１）運営について
売店等は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づく行政財産の使用許可により、運営事業者がその運営をするものとします。
（２）物件概要
	所在地
	埼玉県戸田市上戸田１－１８－１　戸田市役所

	使用許可面積
	【売　　　店】…本庁舎地下１階売店エリア（別紙１参照）における56～98㎡の範囲内で自由に提案してください。
　　　　　　　　※別途保管庫（約18㎡）あり
【自動販売機】…設置台数は原則3台以上とします。（本庁舎地下１階現売店横に1台、2階待合ロビーに1台、７階ロビーに1台を想定）（現在の設置状況は別紙１参照）

	仕様用途
	売店（自動販売機含む）

	参考
	本庁舎内で勤務する人数…約800人

1日あたりの来庁者数…約700人～1,000人



（３）使用期間
売店等における使用期間は営業開始日から5年間とします。使用の継続を希望する場合、市と運営事業者で協議を行い、5年間を限度として使用期間の延長をすることができます。
また、運営事業者の都合又は使用期間満了により退去しようとするときは、その6か月前までに書面により意思表示するものとします。
なお、使用期間は売店等の閉店に伴う原状復旧に要する期間を含むものとします。
（４）営業日・営業時間

　本庁舎の開庁日の8時から18時までは営業を行うものとします。営業日及び営業時間の延長等については、運営事業者からの提案に基づき、市と協議の上、決定するものとします。※開庁日…土曜日、日曜日、祝日、年末年始（12月29日から翌年の1月3日)を除く平日
３　費用負担

（１）行政財産使用料

　　ア　上記2(1)に基づく運営に係る行政財産使用料は、月額907円／㎡とします。（消費税相当分を含む）※保管庫は行政財産使用料の対象外とします。
イ　営業開始月から１年の間、行政財産使用料を免除とします。翌年度以降の同使用料については、売店の収支状況を踏まえ、市が決定するものとします。
　　ウ　原則として、使用期間中に行政財産使用料の改定は行いません。ただし、物件の価格の著しい変動その他正当な理由がある場合は、市と運営事業者の協議により、行政財産使用料の改定を行うことがあります。また、消費税率が変更となった場合、行政財産使用料に係る消費税率も変更するものとします。
　　エ　行政財産使用料は、原則年度ごとの一括前納とし、市が発行する納入通知書により、指定期日までに納付してください。
（２）その他の費用
　　ア　設置工事費

売店等の設置（陳列棚、ショーケース、レジ、看板等を含む）に要する工事費用は、運営事業者の負担となります。

イ　光熱水費

　　　　売店等で使用した光熱水費は市の負担とします。
　　ウ　維持管理費等

上記のア・イを除き、開店後の売店等運営、維持管理、改装工事、修繕等、売店等に係る一切の費用は、運営事業者の負担となります。

４　運営に関する諸条件

（１）運営方法・勤務体制
　　運営事業者は、自らの責任において、営業が円滑かつ安全に遂行されるよう留意し、適正な人員配置を行うものとします。
（２）設置工事
ア　運営事業者は、出店にあたり提案した提案書に基づき、自らの責任と負担において、
売店等開店に必要な設置工事を行うものとします。
イ　設置工事については、工事開始前に市と設計及び施工上の協議・確認を行った上で
実施してください。
（３）自動販売機の設置

　　　本庁舎内に飲料自動販売機（食品も可）を原則3台以上設置するものとします。設置台数及び設置場所については市と協議の上、決定するものとします。なお、設置における費用負担については上記3に準じます。
（４）販売品目
　　　売店等で扱う商品及びその価格については、以下の要件ア及びイを満たす限り、基本的には運営事業者の提案によるものとします。ただし、市から販売物を依頼する場合があります。その際は、売店等の運営に支障のない限り協力していただくことになります。（例）身体障害者団体が製造した菓子等の販売

ア　弁当、パン、菓子、飲料品、日用品（ティッシュ等）、衛生用品（マスク等）、
収入印紙、郵便切手、郵便はがき類は販売必須とします。

　※本庁舎には食堂が無く、利用者は昼食の調達が主であることから、弁当やおかず等の充実を求めます。弁当等を温かく食べられるよう電子レンジや電気ポット等を必ず設置してください。
イ　酒類（市から販売要望のある場合を除く）や有害図書類(埼玉県青少年健全育成条例（昭和 58 年 3 月 9 日条例第 28 号）の規定に抵触する図書類等)など、本庁舎内売店等にふさわしくないものについては販売を禁止します。
（５）コピー機、ＦＡＸ及び各種証明書の発行が可能な機器の設置
　　　売店店舗内に有料のコピー機能、FAX機能を有し、また、住民票の写し、印鑑登録証明書、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)、戸籍の附票の写し及び課税(非課税)証明書の発行が可能な機器を設置してください。
（６）請求書払いの実施

　　　市へ債権者登録を行い、市の業務で必要な飲料等の販売を公費で購入ができるように
してください。精算方法は、請求書の発行に基づく銀行振込での支払いとなります。
（７）営業に伴う関係法令上の手続き
　　　売店等の営業に伴い関係法令上必要となる市や諸官庁への申請・届出等については、すべて運営事業者の責任において行ってください。
（８）商品の仕入れ・管理
　　　仕入れ商品については、安全性等信頼できる業者から仕入れることとし、販売商品の
瑕疵については、運営事業者がすべて責任を負うことになります。

　また、商品の安全管理には十分配慮するとともに、取扱商品については適温管理を行
い鮮度・品質保持に努め、消費期限等を厳守してください。

（９）商品の搬入・廃棄物の搬出

　　ア　商品の搬入及び廃棄物の搬出における経路及び時間帯については、あらかじめ市と協議を行うものとします。
　　イ　搬出入の際は、来庁者の安全に十分配慮の上、通行の妨げにならないように細心の注意を払ってください。
　　ウ　売店等で販売した商品・包装等から発生する廃棄物について、その回収に必要な容
量のごみ箱を設置してください。

　　エ　売店等から発生する全ての廃棄物の処理については、運営事業者の責任で行ってく
ださい。なお、処理費用も運営事業者の負担となります。

（１０）施設の管理
　　ア　運営事業者に対し、市が本庁舎の管理上必要な事項を通知した場合は、その事項を遵守してください。

イ　売店に係る清掃は、運営事業者自らが行い、売店内は常に清潔な状態を保ってください。

ウ　本庁舎（売店内を除く）及び敷地内において、市の承認を受けた場所以外での張り紙、看板等の提示または提出、ビラ配りはできません。

エ　受変電設備の法定点検等により本庁舎一斉停電を行うときは、市と調整の上、協力することとします。

オ　市役所敷地内への従業員の通勤用自動車の駐車は禁止とします。

　　カ　売店内はすべて禁煙とします。

（１１）防災・防犯対策

ア　ガス及び裸火は使用できません。

イ　出店にあたり、消防法等関係法規に定める事項について必要があれば、あらかじめ
戸田市消防本部と協議を行うものとします。
ウ　運営事業者が自らの責任と負担において必要な防火管理及び防犯対策を行うものとします。
（１２）設備の諸条件

設備の諸条件については「Ⅳ.設備一覧（12頁）」のとおりです。
（１３）禁止事項
　　ア　運営事業者は、対象物件を売店等の営業以外の用途に供してはなりません。

イ　使用に基づく権利の全部又は一部を第三者に譲渡し、転貸し、質入れもしくは担保に供し、又は名義貸し等をすることはできません。
（１４）許可の取消
運営事業者が、本要項に定める事項、庁舎管理者の指示する事項を遵守しないときは、使用許可を取消すことがあります。

（１５）使用期間終了時の条件等
ア　運営事業者は、使用期間が満了したとき、また上記 (14)により使用許可を取消された場合は、直ちに運営事業者の負担により対象物件を原状に回復して返還しなければなりません。なお、その際、原状回復の範囲は市と協議の上、決めるものとします。
イ　アの場合、運営事業者は市に対し、返還に伴って発生する費用及び立ち退き料等一切の請求をすることができません。
ウ　運営事業者が原状回復の義務を履行しないときは、市は、運営事業者の負担においてこれを行うことができるものとします。

（１６）損害賠償
ア　運営事業者は、対象物件の使用にあたり市または第三者に損害を与えたときは、すべて運営事業者の責任でその損害を賠償しなければなりません。
イ　運営事業者は、その責めに帰する理由により、対象物件の全部又は一部を滅失し又は損傷したときは、当該滅失又は損傷による損害額に相当する額を損害賠償として支払わなければなりません。ただし、対象物件を原状に回復した場合は、この限りではありません。

（１７）違約金

　　　使用期間中に運営事業者の都合により退去する場合は、行政財産使用料とは別に行政財産使用料の３か月分の違約金を市に納めるものとします。
（１８）定期報告

ア　運営事業者は、毎月、前月分の収支実績を含む事業報告書を作成し、市に提出してください。
イ　この定期報告以外にも、市から収支等の報告を求めることがありますが、運営事業者はその求めに応じなければなりません。
（１９）その他

ア　運営事業者は、改装工事、売店等の修繕等を行うとき、又は使用計画を変更しようとするときは、事前に市の承認を受けるものとします。

イ　売店外に移動式の看板やのぼりを設置する場合には、市と協議を行うものとします。
Ⅱ．応募内容
１　応募者資格

応募の資格者は、次の全ての要件を満たす者に限ります。
（1） 応募申込み時点で、4頁「4.(4)販売品目」に示す販売必須商品を取扱う売店の運営を3年以上継続して行っており、かつ安定した経営能力を有していること。
（2） 募集の趣旨を十分理解し出店意欲があり、良質な商品、商品開発及び優良なサービスを提供できるノウハウと実績を有すること。

（3） 国税及び地方税を滞納していないこと。
（4） 応募申込みから運営事業者の選定までにおいて、地方自治法施行令第167条の4の規定により、「戸田市の契約に係る入札参加停止等の措置要綱」に基づく入札参加が制限されていないこと。
（5） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条に規定する暴力団またはその他の反社会的団体及びそれらの構成員ではないこと。（必要に応じて、埼玉県警察本部へ照会します。）
（6） 宗教活動や政治活動を主たる目的とする者でないこと。

（7） 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成11年法律第147号）に基づく処分の対象となっている団体及びその構成員でないこと。
（8） 会社法（平成１７年法律第８６号）の規定に基づく清算の開始、又は破産法（平成１６年法律第７５号）の規定に基づく破産手続開始の申立てがなされていない者。
（9） 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の規定に基づく会社更生手続開始の申立てまたは民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者。
※応募者は、チェーン本部又はフランチャイズ加盟店、個人事業主のいずれも可とするが、使用者（使用許可を受けた者）がチェーン本部で、運営をフランチャイズ加盟店に任せる場合は、上記全ての要件を満たす者に限ることとし、フランチャイズ加盟店の名称その他市が必要とする情報が記載されたフランチャイズ契約書等の書類を、使用許可後に市へ提出するものとします。
２　スケジュール（予定）
	内容
	期日・期間

	（１）公募開始
	令和8年3月 9日

	（２）現地確認（希望者のみ）
	令和8年3月 9日～3月13日

	（２）質疑書の受付

質疑書に対する回答
	令和8年3月 9日～3月15日

令和8年3月 9日～3月17日

	（３）応募申込み及び提案書の受付
	令和8年3月18日～3月 25日

	（４）提案書の審査
	令和8年3月下旬～4月上旬

	（５）審査結果の通知
	令和8年4月上旬

	（６）協議及び協定の締結
	令和8年4月中旬

	（７）工事期間≪食堂スペース全体修繕≫
	令和8年4月下旬～5月中旬

	（８）開店準備
	令和8年5月中旬

	（９）売店等営業開始
	令和8年6月1日


３　応募手続
運営を希望する者は、次により応募申込の手続を行ってください。
（１）公募開始
	開始日
	令和8年3月9日（月）

	公募資料

入手方法
	市ホームページからダウンロードしてください。

https://www.city.toda.saitama.jp/soshiki/173/chosha-chika01.html
また、戸田市役所本庁舎4階 総務部管財入札課窓口でも配布します。


（２）質疑書の受付及び質疑書に対する回答

　　募集要項に関する質問は、すべて質疑書によることとします。質疑がある場合には、次により質疑書を提出してください。

	受付期間
	令和8年3月 9日～3月15日

	回答期間
	令和8年3月 9日～3月17日(予定)

	提出方法
	電子メール　≪kanzai@city.toda.saitama.jp≫

	提出様式
	書式は別紙２とします。

件名に「売店公募質疑（事業者名）」を記入の上、要項のページの項目名等を指定し、質疑内容を具体的に記述してください。

	回答方法
	①メール返信によります。

②応募者に共通して周知すべきと判断するものについては、市ホームページにて公表します。
https://www.city.toda.saitama.jp/soshiki/173/chosha-chika01.html


（３）応募申込み及び提案書の受付
	受付期間
	令和8年3月18日～3月 25日

	提出先
	〒335-8588　埼玉県戸田市上戸田1丁目18番1号　戸田市役所

総務部管財入札課管理担当宛て

	提出方法
	持参又は郵送（一般書留、簡易書留、特定記録郵便、配達時間指定郵便、又はレターパックに限る。）
なお、持参の場合の受付時間は、開庁日の9時から17時の間（12時から13時までを除く)とし、郵送の場合は令和8年3月25日の17時必着とする。


【応募申込み】
	応募申込

提出書類
	【応募書類】各1部 　※③は6部

①応募申込書（別紙様式）
②誓約書（別紙様式）

③企業概要及び事業概要（企業理念、営業年数、従業員数、資本金、事業内容等の概要がわかるもの）

④決算書（直近3ヵ年分の賃借対照表、損益計算書等）

⑤登記事項証明書（現在事項証明書）（提出日前3か月以内に発行されたもの。個人事業主の場合は住民票）

⑥印鑑登録証明書（提出日前3か月以内に発行されたもの）
⑦納税証明書（直近のもの）（未納税額がないことの証明）
【法人の場合】法人(所得)税、消費税、法人事業税、法人住民税

【個人の場合】所得税、消費税、個人事業税、個人住民税
⑧資格・免許等の写し（提案する企画の実施に必要な資格・免許等）

⑨定款【法人の場合のみ】

	備　考
	· 提出書類の差替え等は、提出期間内に限り行うことができます。また、提出期間終了後の追加資料の提出はできません。

· 必要に応じて、上記以外の書類の提出を求めることがあります。

· 提出書類は、理由の如何を問わず返却いたしません。

· 提出書類は、今回の選考以外には使用しません。

· 応募に要する費用は、応募者の負担とします。


【提案書の受付】
	提出書類
	以下の提案に求める各要件に合致する内容としてください。
【①～⑧】合計点：100点

	
	提案事項
	提案内容
	配点

	
	①コンセプト
・レイアウト
	· 売店等のコンセプト・機能・営業時間等の具体内容及びその提案理由
· 売店の外観・内観のイメージ図

· 商品・設備等の設置個所がわかるレイアウト図
	10

	
	②商品・サービスの構成
	· 販売する主な商品の種類・予定価格・構成割合

· 提供するサービスの種類・機能
	20

	
	③運営方法・勤務体制
	· 店舗を管理運営するうえでの基本方針
· 商品の物流及び商品管理システム

· 従業員の配置体制（計画）、緊急時の体制

· 指揮命令系統が分かる組織図

· 従業員の教育・訓練等の基本方針
	20

	
	④安全管理・食品衛生
	· 防犯、防災等の安全管理体制
· 食品衛生、品質管理の事故防止の体制及び事故への対応策
	10

	
	⑤要望等への対応
	· 利用者からのクレーム等への対応の体制
· 市からの要望に対する協力の可否
	10

	
	⑥環境への
配慮
	· 省エネルギー・リサイクル活動等の取組み

· 廃棄物の回収方法・処理方法
	5

	
	⑦災害時の
支援体制
	· 災害時の市への協力の可否。その具体内容
	10

	
	⑧アピール

ポイント
	· 公共施設またはこれに準ずる施設における運営実績
	5

	
	
	· 地域への貢献等の取組みや活動実績
	5

	
	
	· 市の事業等の連携や参加に関する提案
	5

	備考
	· 提案資料は資料番号（①～⑧）ごとにできる限り簡潔に作成してください。また、用紙サイズは、原則Ａ４横（任意様式。レイアウト図は除く。）とし、「①コンセプト・レイアウト」に係るレイアウト図は、Ａ３横でＡ４サイズに二つ折り片面折り返しも可とします。

· 6部作成し、資料番号ごとにインデックスを付けてください。

· 提出書類の差替え及び返却はできません。


４　現地確認
現地確認を希望する者は、次により申込を行ってください。なお、現地確認ができる期間は、令和8年3月 9日～3月13日までとします。
	受付期間
	令和8年3月 9日～3月12日

	申込方法
	電子メール　≪kanzai@city.toda.saitama.jp≫


Ⅲ．審査内容
１　審査方法
審査に当たっては、提出された提案書について、9頁「3.(3) 応募申込み及び提案書の受付」に記載する提案事項及び提案事項に係る配点に基づき、採点を行い、最高点を取得した応募者を運営事業者として選定します。
	備考
	①応募者が1社のみの場合も審査を実施します。

②最高点を取得した応募者が2者以上ある場合は、商品・サービスの構成の評点が高い者を運営事業者とします。さらに商品・サービスの構成が同点である場合は、くじ引きとします。
③最高点を取得した応募者が辞退を申し出た場合または、以下の「2　留意事項」に示す要件に該当した場合は、次点の応募者を運営事業者とします。

④応募者がいなかった場合、または応募者全てにおいて、全審査委員が採点した合計の平均点が50点未満である場合、募集要項の内容を見直し、再度募集することとします。

⑤審査結果に対する一切の異議申し立ては受け付けません。

	結果通知
	応募者全員に書面により結果を通知します。

	通知期日
	令和8年4月上旬


２　留意事項
次の場合には、運営事業者としての決定を取り消します。

（1） 運営事業者の決定から協定の締結までの間に、運営事業者の資金事情の変化等により、売店等の設置・運営の履行が困難であると市が判断した場合。

（2） 著しく社会的信用を損なう行為等により、運営事業者としてふさわしくないと市が判断した場合。
（3） 提出書類に虚偽の記載をしたことが確認されたとき。
（4） 審査委員またはその関係者に接触を求める等、審査の公平性を害する行為を行ったとき。

（5） 運営事業者が、応募者の資格要件に適合しなくなった場合。

３　協定の締結
（１） 運営事業者決定後、協議を行い、協議が整い次第、速やかに協定の手続きを行うものとします。
Ⅳ．設備一覧
売店の対象物件である地下1階売店エリアの設備は以下のとおりとなります。
【売店エリア】
	対象設備
	仕様

	床
	ビニル床シート

	壁
	クロス張り

	天井
	天井ボード

	エアコン
	天井埋込型エアコン一式設置（2基）

	照明器具
	ＬＥＤ電球

	洗面台
	あり（1箇所）

	給排水設備
	あり

	電気設備
	あり

	消防設備
	あり

	電源供給
	単相100V （17箇所）
三相200V　（7箇所）


参考【休憩スペース（対象外物件）】

	対象設備
	仕様

	床
	ビニル床シート張替え

	壁
	クロス張替え

	天井
	再塗装（天井岩綿吸音板）

	空調
	あり

	照明器具
	ＬＥＤ電球に付替え

	洗面台
	あり（食堂エリア外に1箇所）

	窓ガラス用フィルム
	ガラスの半面を対象に設置


PAGE  
- 1 -

